
診療月 お知らせ時期（予定）
国保（年6回） 後期（年1回）

1 月 5 月上旬

翌 2 月中旬

2 月
3 月 7 月上旬4 月
5 月 9 月上旬6 月
7 月 11 月上旬8 月
9 月 翌 1 月上旬10 月
11 月 翌 3 月上旬12 月

住
ま
い

◆
◆
◆

有
田
川
町
不
良
空
家
除
却
補
助
金

倒
壊
な
ど
の
恐
れ
の
あ
る
危
険
な
住
宅

な
ど
の
空
き
家
を
除
却
す
る
所
有
者
な
ど

に
対
し
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る

制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
対
象
と
な
る
空
き
家
に
つ
い
て

は
、
事
前
に
「
不
良
空
家
」
の
認
定
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
認
定
お
よ
び
補

助
金
の
交
付
に
は
諸
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、申
請
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
除
却
工
事

原
則
と
し
て
、
敷
地
内
に
あ
る
全
て
の

建
物
・
工
作
物
な
ど
を
除
却
す
る
も
の
で
、

町
内
に
本
店
を
有
す
る
事
業
者
に
請
け
負

わ
せ
る
も
の
。
た
だ
し
、
補
助
金
の
交
付

決
定
前
に
着
手
さ
れ
た
工
事
を
除
く
。

●
補
助
金
額
／
対
象
と
な
る
費
用
の
3
分

の
2
（
上
限
50
万
円
）

●
受
付
期
間
／
5
月
11
日
（
月
）
～
12
月

18
日
（
金
）

●
受
付
場
所
／
建
設
課
（
吉
備
庁
舎
）・

清
水
行
政
局
建
設
環
境
室

※
役
場
開
庁
日
時
に
伴
う
。

※
期
間
中
で
あ
っ
て
も
予
算
上
限
に
達
し

次
第
締
め
切
り
ま
す
。

問

建
設
課
（
吉
備
庁
舎
）

年 

金

◆
◆
◆

離
婚
時
の
年
金
分
割
制
度

ご
存
じ
で
す
か

「
離
婚
時
年
金
分
割
制
度
」
と
は
、
離

婚
を
し
た
場
合
に
2
人
の
婚
姻
期
間
中
の

厚
生
年
金
を
分
割
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分

の
年
金
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で

す
。
手
続
き
は
離
婚
後
5
年
以
内
に
行
っ

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
離
婚
な
ど
が
令
和
8
年
（
2
0
2
6
年
）

4
月
1
日
以
前
の
場
合
、
離
婚
な
ど
を
し

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
2
年
以
内
。

①
合
意
分
割
制
度

・
2
人
か
ら
の
請
求
に
よ
り
年
金
を
分
割

で
き
ま
す
。

・
年
金
分
割
の
割
合
は
2
人
の
合
意
、
ま
た

は
裁
判
手
続
き
に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
す
。

②
3
号
分
割
制
度

・
国
民
年
金
第
3
号
被
保
険
者
（
厚
生
年

金
保
険
の
被
保
険
者
ま
た
は
共
済
組
合

の
組
合
員
の
被
扶
養
配
偶
者
で
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
方
）
で
あ
っ
た
人
か
ら

の
請
求
に
よ
り
年
金
を
分
割
で
き
ま
す
。

・
年
金
分
割
の
割
合
は
2
分
の
1
ず
つ
と

な
り
ま
す
。

・
平
成
20
年
（
2
0
0
8
年
）
4
月
以

降
の
第
3
号
被
保
険
者
期
間
中
の
報
酬

額
が
分
割
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

問

和
歌
山
西
年
金
事
務
所

☎
0
7
3
‐
4
4
7
‐
1
6
6
0

保 

険

◆
◆
◆

医
療
費
通
知
の
お
知
ら
せ
時
期

医
療
費
通
知
は
、
国
民
健
康
保
険
の
世

帯
主
宛
て
に
年
6
回
、
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
宛
て
に
年
1
回
、
郵
便
は
が
き
で
送

付
し
ま
す
。
今
後
の
発
送
時
期
、
対
象
と
な

る
診
療
月
に
つ
い
て
は
、表
の
と
お
り
で
す
。

にこにこベビーサイン

●日時／ 5 月 27 日（水）10:00 ～ 11:00
●場所／子育て支援センター
●定員／ 10 組程度
●参加費／無料
●講師／杉山江里子さん
●申し込み／ 5 月 7 日（木）8:30 ～

開設日時など

あそびのひろば
金曜日（5 月 8 日・15 日・22 日・29 日）
※予約制。
　詳細は予定表でご確認ください。

10:00～11:00
13:45～14:45

※実施状況や毎日の予定表などは、町ホームページでお知らせしています。

子育て支援センター　☎ 52-5474（ファクス兼用）

子育て支援センターでは、一時預かり保育を行っています。
詳しくは町ホームページをご覧いただくか
お気軽にお問い合わせください。

※
医
療
費
通
知
は
、
税
申
告
の
際
の
医
療

費
控
除
の
申
告
手
続
き
で
「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
の
代
わ
り
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
医
療
費
通
知
に
記
載
し
て
い
る
自
己
負

担
相
当
額
（
患
者
負
担
額
）
と
、
実
際

に
ご
自
身
が
負
担
さ
れ
た
額
が
異
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
医
療
費
控
除
の
申
告
に
関
す
る
こ
と
は
、

税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

お知らせお知らせ

423 広報ありだがわ　2026.5


